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入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保 険 (団体型 )

+奥州商工会議所独自の給付制度 (見舞金・祝金制度)

+岩手県商工団体福祉制度連絡協議会独自の給付制度

奥州商工会議所、岩手県商工団体福祉制度連絡協議会それぞれ独自の見舞金等の

給付制度と同商工会がアクサ生命保険株式会社と締結した定期保険(団体型)*を

組み合わせた保障プラン名称が生命共済・奥州です。それぞれ個別にこカロ入いただく

ことはできません。

*入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険(団体型)

福利厚生制度 活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障
1年更新で医師の

診資なし
剰余金があれば

配当金も :

商工会議所独自の

給付制度も 1

6大生活習慣病入院―時金
ガン入院―時金・ ガン先進医療―時金

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】
本共済制度におきましては、事業主ならびにこ加入者の方々の個人情報を次のとおり取扱いますので、こ同意のうえ、お申込みください。

①こカロ入者の個人情報 (氏名・性別・生年月日等)は、こカロ入者の同意に基づき、会員事業所(事業主)から当商工会議所に提供されます。

②当商工会議所は、会員事業所 (事業主)より提供を受けた事業主およびこカロ入者の個人情報について、本制度の事務手続、各種サービスの案内・

提供のために使用するとともに、事業主およびこ加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している定期保険 (団体型)契約を引き受け

るアクサ生命保険株式会社 (以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。

③アクサ生命は、当商工会議所から提供を受けた事業主ならびにこ加入者の個人情報を、保険契約の引き受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の

支払い、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのこ案内・提供・契約の維持管理、当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの

充実、その他保険に関連・付随する業務のために使用します。また、アクサ生命は、当商工会議所をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要

な範囲内でこれを提供します。

④個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当商工会議所およびアクサ生命においてそれぞ神Э③に準じ個人情報が取扱われます。

⑤定期保険 (団体型)契約の引受保険会社が変更される場合は、事業主およびこ加入者の個人情報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。

【ご意向に沿つた商品内容か必ずむ確認ください】
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)ならびに「当バンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険料等が、お客様こ自身のこ意向に沿つた

内容となうているかを必ずこ確認のうえ、お申込みください。

※このパンフレットはお申込みいただいた後も、大切に保管しておいてください。

Jr奥州商工会議所



・主契約
・特 約

:定期保険 (団体型)

:入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約

□数

お支払事由
1ロ 2日 3■ロ 4 ロ 5:ロ 6 ロ

死

亡

不慮の事故により死亡したとき

<死亡保険金 (主契約)+災害保険金> 250万円 500万円 750万円 1,000万円 1,250万円 1,500万円

上記以外の事由により死亡したとき

<死亡保険金 (主契約)> 50万円 100万円 150万円 200万円 250万円 300万円

高
一度
一障
害

不慮の事故により
高度障害状態Ⅲlのいずれかになつたとき

<高度障害保険金 (主契約)+災審高度障害保険金>
250万円 500万円 750万円 1,000万円 1,250万円 1,500万円

傷害または疾病により

高度障害状態Ⅲlのいずれかになつたとき

<高度障害保険金 (主契約)>
50万円 100万円 150万円 200万円 250万円 300万円

入

院

一
治
一療

不慮の事故により1日以上の人院をしたとき

(同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度)

<入院給付金>

1日につき

2,000円

1日 につき

4,000円

1日 につき

6,000円

1日 につき

8,000円

1日につき

10,000円

1日 につき

12,000円

ガン*2で 1日以上の入院をしたとき

(1年に1回限度)

<ガン入院一時金>
2万円 4万円 6万円 8万円 10万円 12万円

6大生活習慣病Ⅲ3で 1日以上の入院をしたとき

(1年に1回限度)

<6大生活習慣病入院一時金>
1万円 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円

ガン・2の治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき

<ガン先進医療一時金> 5万円 10万円 15万円 20万円 25万円 30万円

※保険期間中に力0入者 (被保険者)が上記お支払事由に該当したとき、保険金などをお支払いします。
※災害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金は、保険期間中に力0入者が力0人日以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の

日から起算して180日 以内にお支払事由に該当したときにお支払いします。
※災害保険金、災害高度障害保険金は、加入日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお支払事由に該当したときもお支払いし志す。※
鱚褥鰊轟予糞誦疑劣邊羅j瘍珍』鷲糞躙奮誌I曹ill※日帰り入院 (入院日数が1日 )とは、入院日と退院日が同一の日である場合のこと
アクサ生命が判断いたします。
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:3中枢神経系または精神に著ししヽ障害を  下肢を足関節以上で失つたもの    .腎尿路の悪性新生物         骨髄異形成症候群

! 残し、終身常に介護を要するもの                       眼、脳およびその他の中枢神経系の部 J曼性骨髄増殖41疾患
:4胸腹部臓器に著臥 穫 害を残し、終身

瑶 ξ壱縫模農懇詰儡 生物  螺 霞倦まさ″Ь他の内分泌勝  
本態性拙 血D血小板血症

: 常に介護を要するもの                                           1の 悪性 ・ランゲルハンス細胞組織球症
:5両 卜肢とも、千関節以上で失つたかま 消化器の悪性新生物         新生物駐
麗まをあ畠ぼ型⑮記鶏当野奔長易げ

ま
:導機重8『麟諧諾灘鵠器の悪性新生物縣毀明確、続発部位および部位不明*3お支払いの対象となる6大生活習慣病 :

6両下肢とも、足関節以上で失つたか志 .骨および関節軟骨の悪性新生物    の悪11新 生物            糖尿病 心疾患 高血圧性疾患  :
たはその用を全く永久に失つたもの   皮膚の黒色腫およびその他の悪11新生物 リンパ組織、造血組織および関連組織の  脳血管疾患 1月I理弯_理性賢否貪、_f

型囚壁堕■)・景糎赫i驚覇肥綿螢認期課稀a亀暴,誌壱舗令諮輔諏認譴 、制£目
を超える方は3□までを限度とします。

2新規カロ入または増額を申込志れる方は、申込日(告知日)現在、正常に就業している方*4に 限ります。次の留意事項を必ずお読

みのうえ、力0入申込書兼告知書志たは保険金額変更申込書兼告知書にて告知されますようお願いします。

過去1年

以内の

建康状態

告知事項
①螺金g著詔冒設星痣貿護認attξ監島疲月男眠

男ヽ」表の病気やけがで、手術を受けたことまたは
,。

留意事項
墟黎殷靱邑藷瑠鼈』誇:メ曰‖ヒ墜福お醐黙認塁辱i
●「継続して14日以上の入院」とは、転医、転科を含めて1日も途切れず連続して14日以上入院された

場合をいいます。

告知事項 ②鴨庸戦謳緞鋼鰹酬睡ξ療題型空翌壁至翌型

留意事項 鰹場翻聰 騒蝠 ‰離譜戴巫 漱×鶉 譲錦
彫

●「治療」には診察、検査および食事療法・運動療法も含みます。

別表 心臓病(心筋こうそく.心臓弁膜症`先天性心臓病心筋症狭心症)、 高血圧症
*b、

脳卒中(脳出血・脳こうそくくも膜下出血)、 精神障害、てんかん、肺

気腫、肺結核、すい臓炎、肝臓病(肝炎・肝硬変)、 腎臓病(腎炎・ネフローゼ̀腎不全)、 緑内障、がん、白血病、上皮内新生物、糖尿病、リウマチ、頭部外傷

3カ0入資格を失われた場合には、加入を継続できませんのですみやかに脱退手続をお取りください。



□数

縮付内容
1□ 2日 3□ 4□ 5□ 6ロ

病 気 入 院 見 舞 金
(8日 以上継続入院・保険期間中1回限度)

―律

5,000円
―律

10,000円
―律

15,000円
一律

20,000円
―律

25,000円
―律

30,000円

結 婚    祝    金
(力0入後1年以上の方に限る〉

5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円

世 誕 生 祝 金
〈力0人後1年以上の方に限る〉

5,000円 ―律10,000円

成 人 祝 金 (20歳 到 達 者 )

(加入後1年以上の方に限る〉
5,000円 一律10,000円

年 祝 金 (25歳 ・ 42歳 )

〈力0入後1年以上の方に限る〉
―律 5,000円

①奥州商工会議所独自の給付制度は、運営費の一部によつてまかなわれます。

②定期保険 (団体型)か らの入院給付金の支払に該当した場合は、見舞金は支払の対象となりません。

③「重要事項説明書」に記載の「保険金などをお支払いできない場合について」に該当した場合は、商工会議所独自の給付制度も定期保険 (団体型)と同様に

取扱います。                               ・

※詳細は、「見舞金 祝金制度」規約にてこ確認ください。

※
嶺護曇暮ラ甲獣          冒創凛き鵬 豊 鸞]」

こ基づき支給いたします。なお、炎害通院給付金は、1日 につき1回の通院が
:せん。

※定期保険 (団体型)か らの入院給付金の支払に該当した場合は、岩手県商工団体福祉制度連絡協議会の傷害給付金、人害通院給付金、災害見舞金は支

払の対象とはなりません。
※
轟 鷺 電 腫 爆 覇 望 堀躊 貞

どをお支撫 で き視 場 合に飢 司ヽ に該当した場合は、粁 県商工団体福祉制度連絡協議会独自の給付制度も

※
羹言屋裏干里む雰譜霜羅嵩整階ξ夢箱雰罰勝響舗置葛凝鮨鶴鑢轟概留鴇3李翻堅齢躍淵峯誕醍響

工

ラ||ケ す01付:帯|サ|二 |ビ ス1    アクサ生命の加入者向けサービス

※サービス内容について詳しくは、別紙をご覧ください。

手県商工団体福祉制度連絡協議会独自の給付制度の

|■回数 ‐‐1‐■ロ a■口|.1 11‐11■口|| 6■□

金付給室
ロ傷

―律

10,000円
―律

20,000円
一律

30,000円
―律

40,000円
―律

50,000円
―律

60,000円

災 害 通 院 給 付 金
(5回以上の通院・20回限度)

1回につき

600円
1回につき

1,200円
1回につき

1,800円
1回につき

2,400円
1回に従

3,000円
1回につき

3,600円

金舞見害災
(傷害給付金または人害通院給付金を請求の場合)

―律7,000円

4商工会議所会員入会申込みと同0寺 (同 日)に本共済制度のお申込みをされた場合、万―入会できなかつた際は本共済制度に

もご力0人できません。

*4申込日(告知日)現在、正常に就業している方とは加入 (増額)申込日(告知日)現在、次の状態にある者を除いた方です。
・傷病により公休 休暇などで欠勤している方
・

勢雹責名器詢騨 ?特
別取扱を受けている方 (「 勤務の特別取扱」とは、労働0寺 間の短縮、日寺間外労働の制限、

*5医師の治療・投薬の有無に関わらず 直近の血圧値が最大値150mmHg以 上かつ最小値90mmH3以上に限り告知

事項に該当します。

加入割 謝 しでよ 院 期保険個 体型 加入者徽 保険勘 剰 を発行します。

・
[5尋盗翼聰

`贈

平奉与裂i緊

'電

壼璽幹蓼
g鰯詠根鱚祝響

ゴについても、すみやかに当商工会議所にご連絡ください。

2保険金などの受取人は、加入申込書兼告知書
していただいた方とします。保険期間中に加メ

所定の高度障害状態になつたとき、不慮の事i

該当し保険金が支払われた場合には、その保
してお支払いしません。また、死亡保険金が支
いしません。この場合、生命共済・奥州からはB
に商工会議所、岩手県商工団体福祉制度連絡協議会それぞれ独自の給付制度のお支払いはありません。

3商工会議所、岩手県商工団体福祉制度連絡協議会それぞれ独自の給付制度の受取人は力0入事業所です。当商工会議所に備え

付けの書類により請求手続をおこなつてください。



粘 鋼 ま保険料釧 まか、運営費が含まれています。

※掛金は更新日 (平成29年 11月 1日 )の年齢に応じて上記のとおりとなります。なお、中途カロ入者の年齢計算基準日も更新日 (平成29年 11月 1日 )と

なります。(年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は、6ヵ月を超えるものについては切り上げて1年とし、6ヵ月以下のものは切り捨てます。)

※掛金は、定期保険 (団体型)の保険料率計算の結果、変更となる場合があります。

法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金
に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象
にもなりません。(法基通9-3-5)(所基通36-31の 2)

個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必

要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対
象にもなりません。(直審3-8)(所基通36-31の2)

記載の税務についてのお取扱いは平成29年 6月現在の税制に基づいた一般的なお取扱いをこ案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合が

あります。また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずむ確認ください。

保険期間Ⅲ 年間繹 成29411月 1日～平成3041明釧 Dξ 毎年自醐 硬 新されます。

加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。

加入 (増額)の場合は、所定の加入申込書兼告知書 (保険金額変更申込書兼告知書)により、当商工会議所にお申込みください。

加入者がこの制度から脱退される場合は、当商工会議所にご連絡ください。

なお、脱退されてもそれに伴う払戻金などはありません。

ぐ皇璽堕聟♪留殿蒻 幕写害恐Ъξ定場ξ鷺劉雲なた纂3基魏hた月の翌月末日をもって脱退となり、以降の保障はなくなり

ます。

CL豊 ニ シ 認 弱 躍 ツ
鮨 約を含0についてJ年ご融 対 算をおこない隷 金が生じ場 合には、地 者に蛸 金と

■|1111111111111+||=lrllll■ 111111111■ 111lliilil11:111:1■
I毅菫機餞i畿離 鶴 :端鶴 嚇 輸 軸 ハ動

」
1注意嗅日田詢‐」:当′ヽツ凛
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|

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、こ加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが肖」減されることがあります。

なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥つた場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られる

ことがありますが、この場合にも、こカロ入時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構ま

でお問合せください。 生命保険契約者保護機構 httpブ/www.seihohogO.ip/ TEL 03‐ 3286‐2820

■このパンフレットは平成29年6月時点の制度内容に基づき記載しております。制度内容は将来変更されることがあります。

[お問合せ先] 掟 期保険 (団体型)引受保険会社]

アクサ生命保険
―

〒1088020東京都港区白金]-17-3

TEL 036737・ 7777(代表)

アクサ生命保険株式会社 奥州営業所
〒0とЮ818 奥州市水沢区東町4水沢商工会館4F
TEL 0197‐ 24‐9193

AXA・Al‐■707■■54ノ469

奥州商工会議所
〒023‐0810 岩手県奥州市水沢区東町4番地
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【こ意向に沿つた商品内容か必ずこ確認ください】
本書面および「バンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険料などがお客様こ自身のこ意向に沿つた内容となつているか
を必ずこ確認のうえ、お申込みください。

この「重要事項説明書」は、商工会議所 。商工会生命共済制度の生命保険部分における、こカロ入の内容などに関する重要な事項の
うち、特にこ確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」と、お申込みに際して特にこ注意いただきたい事項をまとめた「注意
喚起情報」を記載しています。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をこ確認 。こ理解いただきますようお願いいたします。
「保険金などをお支払いできない場合について」などお客様にとつて不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。

具体的な制度内容については「バンフレット」をあわせてこ覧いただき、こ不明な点などは所属商工会議所 。商工会または「パ
ンフレット」に記載のアクサ生命営業店にご照会ください。

契約概要

○各商工会議所・商工会の制度内容により保険金額などの設定、保険料のお取扱い、満了年齢などが異なります。
○具体的なこ契約内容 (保障内容・保険料・付加される特約など)およびカロ入資格については、「バンフレット」に記載されています。

お申込みの際には、この「重要事項説明書 (契約概要)」 と「バンフレット」を必ずこ確認ください。

■商品の名称   定期保険(団体型)用入院給付金付災害割増特約、定期保険(団体型)用ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)

■商品のしくみ  商工会議所 。商工会会員事業所の事業主・役員・従業員の死亡などを保障するために団体 (商工会議所・商工会)を

契約者として運営する団体保険商品です。保険期間は 1年ですが、更新によリー定年齢まで継続してこ加入いただ

くことが可能です。

【しくみ図 例】 特約

■主契約の
お支払事由

■保険料について

■配当金

■払戻金

加入 更新 更新 満了

1 保険期間1年  〉1 保険期間1年  〉1 保険期間1年  〉1 保険期間1年  〉

死亡保険金…………保険期間中に加入者 (被保険者。以下同じ。)が死亡したとき。

高度障害保険金…保険期間中に加入者が加入(増額)日以後の傷害または疾病により、所定の高度障害状態に該当したとき。
※高度障害保険金が支払われた場合にはその加入者についての保障は消滅し、その後の保険金などのお支払いはい

たしません。
※死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。
※定期保険 (団体型)用入院給付金付災害割増特約、定期保険 (団体型)用ガン重点保障型生活習慣病一時金特約の

お支払事由については「バンフレット」にてこ確認ください。

保険料は毎年の更新時に加入者の年齢構成・加入状況によってこ契約 (商工会議所 商工会)ことに算出します。

お払込方法・経路などもこ契約 (商工会議所。商工会)ことに取り決めていますので詳細は「バンフレット」にてこ確認ください。

この商品は毎年の更新後にこ契約 (商工会議所・商工会)ことに前保険期間の収支計算を行い、乗」余金が生じた場合

は契約者に契約者配当金をお支払いします。

この商品には加入者の脱退による払戻金はありません。
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■お申込みの撤回など (ク ーリング・オフ制度)について

この商品は団体 (商工会議所 商工会)を契約者とする団体保険であり、お申込みの撤回など (クーリング・オフ)の適用はありません。

■告知について

○告知は生命保険のお引受けの半」断の際の重要な事項です。こ契約にあたつては、過去の傷病歴 (傷病名・治療期間など)、 現在の健康状

態など「告知書」でアクサ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ (告知)ください。

○告知の内容によつては、こ契約をお引受けできないことがあります。

○告知していただいた内容が事実と違つていた場合には、こ契約の全部またはその加入者の部分が解除されることや、保険金などをお支

払いできないことがあります。

告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。この場合、すで

にお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。なお、告知義務違反による解除の対象となる 1年経過後にもこ契約の全部またはそ

の加入者の部分が取消しとなることがあります。

○アクサ生命の取扱者へ口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことになりません。加入者こ自身がアクサ生命所定の「告知書」

に記入されたことが告知となります。(生命保険会社職員、代理店、商工会議所 。商工会の役職員には告知受領権はありません。)

○アクサ生命の社員またはアクサ生命で委託した確認担当者が、保険金などのこ請求の際、請求内容などについて確認させていただく場

合があります。

■効力発生日 (責任開始期)について

○加入申込日(告知日)と効力発生日(責任開始期。以下同じ。)についてはこ契約(商工会議所 商工会)ことに取り決めています。詳細は「バンフ

レット」にてこ確認ください。なお、初回保険料のお払込みがなかつた場合は申込取消となり、効力が発生しない場合がありますのでこ注意

ください。

○生命保険会社職員、代理店、商工会議所 。商工会の役職員には保険への加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。

■保険金などをお支払いできない場合について

次の場合は、保険金などのお支払いができないことがあります。

○お支払事由に該当しない場合

効力発生日前の傷害または疾病を原因とする場合など

(ガン入院一時金・ガン先進医療―時金 6大生活習慣病入院一時金)

・効力発生日前に発病したガンおよび6大生活習慣病を原因とする場合

○免責事由に該当した場合

効力発生日から 1年以内の加入者の自殺、契約者・Oll入者 保険金など受取人の故意または戦争その他の変乱によりお支払事由に該当

した場合

(災害保険金 災害高度障害保険金 入院給付金)

契約者または加入者の故意または重大な過失  保険金などの受取人の故意または重大な過失
・加入者の犯罪行為              加入者の精神障害を原因とする事故

加入者の泥酔の状態を原因とする事故

加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転してしヽる間に生じた事故

加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしてしヽる間に生じた事故

地震、噴大、または津波  戦争その他の変乱

○告知義務違反の場合
契約者または加入者から告知していただいた内容が事実と相違し、こ契約の全部またはその加入者の部分が告知義務違反により解除された場合

○詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合

契約者または加入者の詐欺によりこ契約の全部またはその加入者の部分が取消しになつた場合や、保険金などの不法取得目的があつて

こ契約の全部またはその加入者の部分が無効とされた場合

○重大事由による解除の場合

契約者、加入者または保険金など受取人が、保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、暴力団関係者、その他の反社会的勢

力に該当すると認められたときなど重大事由によりこ契約の全部またはその211入者の部分が解除された場合

■こ契約の更新ができない場合について

更新日現在の加入者数が所定の基準に満たない場合、こ契約の更新はできません。

■保険料のお払込みについて

各商工会議所 商工会が定めた方法により保険料をお払込みいただきます。保険料のお払込みがなかつた場合、最後に払込まれた保険料の応

当月末をもって脱退扱となり以降の保障がなくなる場合があります。詳細は「バンフレット」にてこ確認ください。

■払戻金について

この商品には211入者の脱退による払戻金はありません。

■保険金などのお支払いについて

○保険金などのお支払事由が生じた場合や、保険金などのお支払いの可能性があると思われる場合はすみやかに商工会議所 商工会または

「バンフレット」に記載のアクサ生命営業店にこ連絡ください。

○お支払事由、保険金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、アクサ生命ホームページにも掲載しておりますので、

あわせてこ確認ください。

(ホームページアドレス httpプ/WWW axa coip/)
○保険金などのお支払事由が生じた場合、こ契約内容によつては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、こ不明な点

がある場合などには商工会議所・商工会または「バンフレット」に記載のアクサ生命営業店にこ連絡ください。

保険会社の業務または財産の状況の変化により、こカロ入時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。

アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥つた場合、生命

保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、こ加入時の保険金額などが削減されることがあ

ります。保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

生命保険契約者保護機構 丁EL:03‐ 3286-2820 「月曜日～金曜日 (祝日 。年末年始を除く)午前9時～正午、午後 1時～午後5時」

ホームページア ドレス httpブ/WWW.seihohogoJp/

Zア クサ生命保険株式会社
〒108-8020東京都港区白金 117‐3
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